
三河湾環境再生パートナーシップ・クラブ 会則 

 

（目的） 

第１条 「三河湾環境再生パートナーシップ・クラブ」（以下「クラブ」という。）

は、県民、ＮＰＯ、企業、関係団体、教育機関、行政等が連携・協働し、多

くの人々に三河湾に関心を持ってもらうことにより、県民の里海である三河

湾を再生し、次の世代に贈ることを目的とする。 

 

（活動） 

第２条 クラブは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。 

（１）三河湾を知ってもらう。 

（２）三河湾に触れてもらう。 

（３）三河湾の魅力を高める。 

（４）上記のモデル事業として、三河湾大感謝祭を実施する。 

（５）その他、目的を達成するために必要な事項を実施する。 

 

（会員） 

第３条 クラブの会員は、第１条の目的に賛同し活動する団体で構成する。 

２ 参加要件は次の各号のとおりとする。 

（１）愛知県内に活動拠点を有すること。 

（２）宗教活動を主たる目的としない団体であること。 

（３）政治上の主義の推進・支持・反対を主たる目的としない団体であること。 

（４）特定の公職者若しくは公職の候補者又は政党を推薦、支持、反対するこ

とを目的としない団体であること。 

（５）暴力団でないこと、暴力団若しくは暴力団の構成員等の統制の下にある

団体でないこと。 

３ クラブの名誉を傷つけ、又は、目的に反する行為等をしたときは、これを

除名することができる。 

 

（サポーター） 

第４条 クラブのサポーターは、第１条の目的に賛同し応援していただける個

人で、別添様式による申込み等により登録されたものとする。 

２ サポーターには事務局から三河湾に関する様々な取組を情報発信する。 

３ クラブの名誉を傷つけ、又は、目的に反する行為等をしたときは、これを

除名することができる。 

 

（事務局） 

第５条 クラブの事務局は、愛知県環境局環境政策部水大気環境課生活環境地

盤対策室に置く。 

 

（雑則） 

第６条 この会則に定めるもののほか、クラブの運営に関して必要な事項は会

員に諮って定める。 

 



附則 

 この会則は、平成 27 年６月 10 日から施行する。 

附則 

  この会則は、平成 30 年４月１日から施行する。 

附則 

  この会則は、平成 31 年４月１日から施行する。 

附則 

  この会則は、令和４年４月１日から施行する。 

 附則 

  この会則は、令和８年３月５日から施行する。 

  



 

様式 

 

三河湾環境再生パートナーシップ・クラブ サポーター申込書 

  年  月  日  

代 

表 

者 

ふりがな  

年齢      歳 
お名前  

お住まいの 

地 域 

愛知県内の方 

        市・町・村 

愛知県外の方 

        都・道・府・県 

Ｅ-ｍａｉｌ 

＠ 

※三河湾に関するイベント情報などについて、ご記入いただいたメール

アドレスあてに随時お知らせします。 

電話番号  

ご 

家 
族 

等 

ふりがな  

年齢      歳 
お名前  

ふりがな  

年齢      歳 
お名前  

ふりがな  

年齢      歳 
お名前  

ふりがな  

年齢      歳 
お名前  

 

＊いただいた個人情報については、 

本クラブの目的以外には使用いたしません。 

＊必要事項をご記入いただき、 

ファックス（052-953-5716） 

もしくはメール（seikatsujiban@pref.aichi.lg.jp）にてお申し込み下さい。 

サポーター募集 HP 


